
◎消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改

正する法律 
（令和四年一二月一六日法律第九九号）   

一、 提案理由（令和四年一二月六日・衆議院消費者問題に関する特別委員会） 

○河野国務大臣 ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活セ

ンター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 

 社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約

の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取

消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業

務として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を

行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第で

す。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、消費者契約法に関しては、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為

の類型を改正し、事業者が消費者に対し、霊感等による知見として、当該消費者又はそ

の親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若し

くは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はその

ような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消

費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることとしています。 

 この不当な勧誘行為に係る取消権の行使期間を、追認をすることができるときから三

年間、消費者契約の締結のときから十年を経過したときに伸長することとしています。 

 第二に、独立行政法人国民生活センター法に関しては、独立行政法人国民生活センタ

ーの業務に、適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援

助を行うことを追加するとともに、和解仲介手続及び仲裁の手続について、適正かつ迅

速な審理が実現されるように所要の規定を新設するほか、消費者紛争の当事者である事

業者の名称等を公表することができることとするなどの改正を行うこととしています。 

 その他、所要の規定を整備することとしています。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案理由及びその概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院消費者問題に関する特別委員長報告（令和四年一二月八日） 

○稲田朋美君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、消費者問題に関する

特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案は、

社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の

申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消



権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務

として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行

う業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。 

 ……………（略）…………… 

 両法律案は、去る十二月六日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委

員会に付託され、同日、河野国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、昨七

日には参考人からの意見聴取を行い、本日、岸田内閣総理大臣に対する質疑を行い、質

疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法

律案に対し、日本共産党の提案による修正案が、法人等による寄附の不当な勧誘の防止

等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及

び国民民主党・無所属クラブの共同提案による修正案並びに日本共産党の提案による修

正案がそれぞれ提出され、各修正案の趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、両法律案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、

まず、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案につ

きましては、日本共産党の提案による修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 ……………（略）…………… 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一二月八日） 

政府は、両法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律附則第五条の検討に当たって

は、国会における審議において実効性に課題が示された点について検討し、必要な措

置を講ずること。 

二 円滑な法運用を可能とすべく、法施行後、政府は速やかに行政措置の基準を示すと

ともに、配慮義務の内容についても具体例を示すなどして周知すること。 

三 効果的に取消権の行使や配慮義務規定の活用ができるようにするため、政府は、法

人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案（以下「新法」という）及び消

費者契約法改正案の国会における審議を踏まえて、その解釈について、十分な周知を

すること。 

四 禁止行為の違反に対する法人等への勧告・命令を実効あるものとするため、罰則の

適用に当たっては、実行者のみが制裁対象となることがないよう併科規定を設けた趣

旨を踏まえ、新法の規定内容・趣旨について、関係機関等に対して周知すること。 

五 悪質な勧誘行為を受けたことにより、取消権又は債権者代位権を有している者が、

実際にはその取消権又は債権者代位権を行使することができない事態が生じないよう、



きめ細かな相談体制を構築するとともに、相談体制の整備に留まらず、権利行使の実

効性確保に必要な支援措置を十分に講ずること。 

六 親権者が寄附をしている場合には未成年の子が債権者代位権を行使することは困難

であることから、未成年者の子の援助を充実すること。 

七 法テラスの活用については、相談体制を整備するとともに、被害回復に向けた返還

請求訴訟等につなげるよう、利用者にとって必要な支援措置を十分講ずること。 

八 親族間の問題、心の悩み、宗教二世を含むこどもが抱える問題等の解決に向け、法

的支援にとどまらず、心理専門によるカウンセリング等の精神的支援、児童虐待や生

活困窮問題の解決に向けた支援等を一体的・迅速に提供するなどの支援体制を構築す

ること。 

九 円滑な法運用を可能とすべく、法施行後、政府は速やかに条文解説、Ｑ＆Ａなどを

作成し、ホームページ等において公表すること。また、禁止行為の違反に対する行政

措置については、当該措置が十分に機能するよう体制を整備すること。 

十 消費者契約法については、行政措置を導入して民事ルールと相まって被害の防止・

救済を実現しようとする新法の意義や配慮義務その他の規定に係る新法の成立過程に

おける国会での議論も踏まえて、第二百八回国会における附帯決議で求められた、同

法の消費者法令における役割を多角的見地から整理し直した上で、既存の枠組みに捉

われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方についての検討をすすめること。 

十一 消費者契約法第四十条により、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体

が、適格消費者団体に対し提供する消費者紛争に関する情報を内閣府令で定める際に

は、消費者取引に関連する幅広い情報が提供できるよう検討すること。 

十二 独立行政法人国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター法第四十二条

第二項による公表について、消費者被害の拡大を防ぐため、事業者の名称を迅速に公

表することができるよう体制を整備すること。  

三、参議院消費者問題に関する特別委員長報告（令和四年一二月一〇日） 

○松沢成文君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、消費者問題に関する

特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案は、

社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の

申込み等の意思表示を取り消すことのできる範囲を拡大するとともに、取消し権の行使

期間を伸長するほか、独立行政法人国民生活センターの業務に適格消費者団体が行う差

止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行うことを追加する等の措置を講じ

ようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取したほ

か、内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。 



 委員会における主な質疑の内容は、被害者の困惑についての立証の困難性、寄附を勧

誘する際の配慮規定の意義と効果、被害者救済の実効性の確保、新法の適切な運用と必

要な見直し、衆議院における修正によって期待される効果等でありますが、その詳細は

会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より消費者契約法等

改正案に賛成、寄附の不当勧誘防止法案に反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、消費者契約法等改正案は全会一致をもって、寄附の不当勧

誘防止法案は多数をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一二月一〇日） 

政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律附則第五条の検討に当たって

は、国会における審議において実効性に課題が示された点について検討し、必要な措

置を講ずること。その際、不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等

関係者を含む多様な者の意見を聴取しつつ、検討を進めること。 

二 円滑な法運用を可能とすべく、法施行後、政府は速やかに行政措置の基準を示すと

ともに、配慮義務の内容についても具体例を示すなどして周知すること。また、配慮

義務規定に定められた自由な意思を抑圧し、適切な判断ができない状況等の具体例に

ついて、継続的に事例の収集、分析を行うこと。 

三 効果的に取消権の行使や配慮義務規定の活用ができるようにするため、政府は、法

人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案（以下「新法」という。）及び

消費者契約法改正案の国会における審議を踏まえて、その解釈について、十分な周知

をすること。 

四 新法が、寄附勧誘の不法行為該当性に関してこれまで裁判所で示されてきた解釈を

限定する趣旨のものではないことを確認し、周知徹底すること。 

五 禁止行為の違反に対する法人等への勧告・命令を実効あるものとするため、罰則の

適用に当たっては、実行者のみが制裁対象となることがないよう両罰規定を設けた趣

旨を踏まえ、新法の規定内容・趣旨について、関係機関等に対して周知すること。 

六 悪質な勧誘行為を受けたことにより、取消権又は債権者代位権を有している者が、

実際にはその取消権又は債権者代位権を行使することができない事態が生じないよう、

法テラス等においてきめ細かな相談体制を構築するとともに、相談体制の整備に留ま

らず、権利行使の実効性確保に必要な支援措置を十分に講ずること。その上で、活用

状況の確認をしつつ必要な措置を講ずること。 

七 親権者が寄附をしている場合には未成年の子が債権者代位権を行使することは困難

であることから、未成年者の子の援助を充実すること。 



八 霊感商法等の悪質商法への対策検討会で示された家族による財産保全又は管理の制

度について現状や課題を把握し、必要な検討を行うこと。 

九 国は、法人等からの不当な勧誘により寄附をした者等の実効的救済を図るため、日

本司法支援センターを中核とする関係機関及び関係団体等相互間の連携を緊密に図り、

包括的な支援体制の整備・強化及びその周知広報を徹底するとともに、償還免除の拡

大、給付制の導入、常勤弁護士や契約弁護士の積極的活用等を含め、民事法律扶助制

度の充実・強化やこれを実現するための日本司法支援センターの人的・物的体制の拡

充に向けた検討を進め、必要な措置を講ずること。 

十 親族間の問題、心の悩み、宗教二世を含むこどもが抱える問題等の解決に向け、法

的支援にとどまらず、心理専門家によるカウンセリング等の精神的支援、児童虐待や

生活困窮問題の解決に向けた支援等を一体的・迅速に提供するなどの支援体制を構築

すること。成人した宗教二世についても、親子間の葛藤や心の悩み、就職等も含め社

会参画の困難性を抱えていることから、同様の支援や、就労の支援等の支援体制を構

築すること。 

十一 不当な勧誘行為によって、既に多くの被害者やその家族が困窮している現状に鑑

み、新法の適用外となる被害者等に対する支援について検討し、必要な措置をできる

だけ速やかに講ずること。また、被害者等を支援する団体や困惑からの回復を支援す

る団体に対する支援についても検討し、措置すること。 

十二 円滑な法運用を可能とすべく、法施行後、政府は速やかに国会での答弁内容を含

めて条文解説、Ｑ＆Ａなどを作成し、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、

都道府県及び市区町村における消費者行政担当者等に十分周知し、ホームページ等に

おいて公表すること。また、禁止行為の違反に対する行政措置については、当該措置

が十分に機能するよう体制を整備すること。 

十三 行政措置を導入して民事ルールと相まって被害の防止・救済を実現しようとする

新法の意義や配慮義務その他の規定に係る新法の成立過程における国会での議論も踏

まえて、第二百八回国会における附帯決議で求められた、消費者契約法の消費者法令

における役割を多角的見地から整理し直した上で、既存の枠組みに捉われない抜本的

かつ網羅的なルール設定の在り方についての検討をすすめること。 

十四 消費者契約法第四十条により、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体

が、適格消費者団体に対し提供する消費者紛争に関する情報を内閣府令で定める際に

は、消費者取引に関連する幅広い情報が提供できるよう検討すること。 

十五 独立行政法人国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター法第四十二条

第二項による公表について、消費者被害の拡大を防ぐため、事業者の名称を迅速に公

表することができるよう体制を整備すること。 

十六 地方消費者行政の体制の充実・強化のため、恒久的な財政支援策を検討するとと

もに、消費者行政担当者及び消費生活相談員に対する研修の充実、消費生活相談員の



処遇改善等による人材の確保その他適切な施策を実施すること。 

  右決議する。  

 


